
日 時：２０２０年(令和２年)３月１４日（土） 

      午後１時３０分～午後４時（開場 午後１時） 

場 所：兵庫県弁護士会館４階講堂 

      （神戸市中央区橘通１－４－３） 

その他：入場無料 予約不要 定員１２０名 
       

※一時保育を実施いたします。 

（１歳～小学校就学前のお子さま 

５名程度を予定） 要予約 

ご希望の方は２月２１日（金）までに 

兵庫県弁護士会までご連絡下さい。 

（TEL：０７８－３４１－７０６１） 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 

   

曽我部真裕氏 

  
福本ヒデ  山本天心 

ザ・ニュースペーパー 

２０１９年８月、あいちトリエンナーレで展示されていた「表現の不自由展・その後」が、 

展示に反対する人からのテロ予告や脅迫、嫌がらせ電話などの妨害によって中止に追い込まれて

ニュースになりました。 

表現の自由、特に政治およびその他の公共問題に関する表現の自由は、民主主義の原動力です。

もっとも一方で、他者の人権ないし人格権と衝突することはあり得ます。 

私たちの社会が健全な民主主義社会であり続けるために、公権力と市民の表現の自由の関係は、

どうあるべきなのか、コントを通じて市民の皆さまに身近に感じてもらう工夫をしながら、論点

を整理していきます。多数の皆さまのご参加をお待ちしています。 

※会場へは公共交通機関をご利用下さい。 

主催：兵庫県弁護士会  共催：日本弁護士連合会（予定） 

お問い合わせ先：兵庫県弁護士会 TEL：０７８－３４１－７０６１ 

～「表現の不自由展・その後」をめぐる諸問題から～ 

第２部 

プログラム 

コント／ザ・ニュースペーパー 
1988 年、国内外の政治、経済、芸能…モロモロの社会情勢を笑い

に転換すべく結成したコントグループ。笑いながらニュースの裏に

隠された社会の本質が見えてきます！ 

講演／曽我部 真裕 氏（京都大学大学院法学研究科教授） 
あいちトリエンナーレのあり方検証委員会委員。あいちトリエンナーレで「表現

の不自由展・その後」の展示が中止になった後、再開されたことをめぐる憲法上

の論点を整理して頂きます。 

兵庫県弁護士会ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ 
ヒマリオン Since2001 


